
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長
に
は
、
此
花
支
部
・
山
本
和

義
代
議
員
、
関
西
合
同
支
部
・

太
田
貴
志
代
議
員
、
議
事
運
営

委
員
は
、
執
行
部
か
ら
佐
藤
仁

志
執
行
委
員
、
関
西
支
部
・
藤

長
直
幸
代
議
員
、
大
阪
鉄
道
本

平
和
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

社
会
を
実
現
さ
せ
よ
う
！
」

と
呼
び
か
け
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
来
賓
と
し
て
来

て
頂
い
た
、
日
本
共
産
党
・

辰
巳
コ
ー
タ
ロ
ー
元
参
議
院

議
員
と
大
阪
労
連
・
嘉
満
事

務
局
長
か
ら
激
励
の
あ
い
さ

つ
を
受
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、

荻
田
書
記
長
か
ら
１
号
議
案

『
大
会
の
運
動
方
針
・
一
般

経
過
報
告
・
秋
季
年
末
闘
争
』

の
提
案
。
２
号
・
３
号
議
案

『
２
０
２
３
年
度
会
計
報

告
・
２
０
２
４
年
度
予
算
案
』

を
財
政
担
当
兼
任
の
前
村
執

行
委
員
長
か
ら
提
案
。
４
号

議
案
『
府
本
部
委
員
会
委
員

選
出
基
準
』、
５
号
議
案
『
中

央
委
員
・
上
部
団
体
へ
の
派

遣
役
員
・
次
期
選
挙
管
理
委

員
選
出
の
確
認
』
を
工
藤
執

行
委
員
、
第
６
号
議
案
『
ス

ト
ラ
イ
キ
権
の
確
立
』
を
橋

本
執
行
委
員
か
ら
提
案
さ

れ
、
す
べ
て
の
議
案
提
案
後

に
休
憩
を
挟
み
討
論
を
行
い

ま
し
た
。
討
論
で
は
関
西
支

部
・
植
田
國
裕
代
議
員
、
資

格
審
査
委
員
は
、
執
行
部
か

ら
北
山
浩
執
行
委
員
、
大
阪

合
同
支
部
・
伊
藤
正
光
代
議

員
、
神
田
支
部
・
安
田
弘
代

議
員
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

冒
頭
の
挨
拶
は
、
執
行
部
を

代
表
し
て
前
村
委
員
長
が
挨

拶
。
前
村
委
員
長
は
、「
今
年

の
大
会
は
４
年
ぶ
り
の
リ
ア

ル
参
加
の
大
会
に
す
る
こ
と

が
出
来
た
。」
と
述
べ
「
こ
の

１
年
間
、
組
合
員
の
要
求
実

現
を
最
重
要
課
題
と
し
、
そ

の
為
の
保
障
と
な
る
組
織
強

化
・
拡
大
と
学
習
と
学
習
交

流
会
を
重
点
に
取
り
組
ん
で

き
た
。
２３
春
闘
の
取
り
組
み

で
は
、『
物
価
高
騰
を
上
回
る

大
幅
賃
上
げ
を
勝
ち
取
ろ

う
！
』
を
メ
イ
ン
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
掲
げ
て
府
本
部
と
大
阪

ト
ラ
ッ
ク
部
会
の
共
催
で
、

ト
ラ
ッ
ク
・
ダ
ン
プ
２９
台
と

宣
伝
カ
ー
３
台
を
運
行
。
決

起
集
会
は
１
４
１
名
の
参
加

で
せ
い
こ
う
さ
せ
る
こ
と
が

出
来
た
。
岸
田
政
権
が
誕
生

し
、
約
２
年
、
ア
メ
リ
カ
の

言
い
な
り
に
大
軍
拡
と
戦
争

で
き
る
国
づ
く
り
に
突
き
進

み
、
日
米
同
盟
強
化
と
核
共

有
へ
の
道
に
進
も
う
と
し
て

い
る
。
い
つ
行
わ
れ
る
か
判

ら
な
い
が
、
解
散
総
選
挙
の

準
備
を
行
い
野
党
共
闘
を
前

進
さ
せ
て
、
憲
法
が
生
き
る

 

建
交
労
大
阪
府
本
部
は
、
２

０
２
３
年
９
月
１７
日
（
日
）

午
後
１３
時
か
ら
国
労
大
阪
会

館
大
会
議
室
に
お
い
て
、「
大

軍
拡
・
大
増
税
阻
止
！
平
和
・

暮
ら
し
・
人
権
を
守
る
社
会
の

実
現
！
」、「
大
阪
府
本
部
に
結

集
し
組
織
強
化
・
拡
大
！
職
場

要
求
を
実
現
さ
せ
よ
う
！
」
を

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
第
２５
回
定

期
大
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
定

期
大
会
は
、
役
員
１１
名
参
加
、

特
別
執
行
委
員
１
名
、
代
議
員

２８
名
が
参
加
。
大
会
は
、
本

多
委
員
長
の
あ
い
さ
つ
で
始

ま
り
、
諸
役
員
は
、
あ
ら
か
じ

め
執
行
部
で
お
願
い
し
て
い

た
方
の
承
認
を
い
た
だ
い
て

か
ら
進
行
を
す
す
め
、
大
会
議
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部
・
松
田
代
議
員
か
ら
発
言

『
日
々
雇
用
労
働
者
の
日
額

１
，
０
０
０
円
の
上
乗
せ
を

勝
ち
取
っ
た
。』、
東
代
議
員

か
ら
は
、『
ト
ラ
ッ
ク
企
業
と

の
集
団
交
渉
で
統
一
的
な
合

意
を
は
か
る
こ
と
が
で
き

た
』
報
告
。
大
阪
合
同
支
部
・

岡
本
代
議
員
か
ら
は
、『
南
海

ウ
イ
ン
グ
バ
ス
の
運
転
手
は

最
低
賃
金
で
働
い
て
い
る
。

さ
ら
に
、
一
時
金
の
支
給
も

な
い
。』
な
ど
職
場
の
労
働
条

件
が
低
い
窮
状
を
訴
え
ま
し

た
。
関
西
合
同
支
部
・
岡
田

代
議
員
か
ら
は
、『
組
織
強
化

を
は
か
る
た
め
の
実
践
的
な

学
習
会
の
開
催
と
平
和
を
守

る
た
め
の
運
動
に
参
加
し
た

報
告
と
感
想
、
太
田
貨
物
分

会
の
偽
装
請
負
裁
判
の
最
高

裁
へ
の
上
告
』
な
ど
の
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。
討
論
の
ま

と
め
で
荻
田
書
記
長
は
、「
春

闘
で
日
々
雇
用
労
働
者
の
日

額
１
，
０
０
０
円
の
引
き
上

げ
を
勝
ち
取
っ
た
成
果
は
大

き
い
。
１
ヶ
月
に
す
る
と
２
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を
取
っ
て
い
る
。
南
海
ウ
イ

ン
グ
バ
ス
金
岡
で
は
、
組
合

が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
建
交
労
の
組
合
１
名
が

公
然
化
し
た
途
端
に
企
業
内

組
合
を
作
っ
た
経
緯
も
あ

る
。
諦
め
ず
に
た
た
か
い
を

継
続
し
て
い
た
だ
き
た
い
。」

と
答
弁
し
ま
し
た
。 

 

議
案
採
決
は
、
１
号
議

案
・
３
号
議
案
は
す
べ
て
賛

成
（
総
括
答
弁
を
含
む
）、
２

号
・
４
号
・
５
号
議
案
は
拍

手
で
確
認
。
ス
ト
ラ
イ
キ
権

は
、
賛
成
２６
票
、
反
対
１
票

で
可
決
成
立
し
ま
し
た
。 

 

そ
の
他
の
採
択
で
は
、
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
大
会
宣
言
案
を

拍
手
で
確
認
し
ま
し
た
。 

最
後
に
前
村
委
員
長
の
団
結

が
ん
ば
ろ
う
で
１
年
間
の
方

針
に
基
づ
く
意
志
統
一
を
は

か
り
ま
し
た
。 

２
０
２
４
年
度
の
役
員
体

制
は
、
役
員
選
挙
が
な
い
た

め
、
す
べ
て
の
役
員
が
再
任

と
な
り
ま
す
。 

  

上
告
受
理
を
め
ざ
す
た
た
か

い
が
必
要
。
最
後
ま
で
諦
め
ず

に
た
た
か
い
、
各
支
部
へ
の
署

名
の
呼
び
か
け
を
行
う
と
約

束
。
大
阪
合
同
支
部
・
岡
本
代

議
員
の
バ
ス
業
界
の
労
働
条

件
は
、
非
常
に
低
い
水
準
で
あ

る
。
今
後
も
粘
り
強
く
交
渉
を

続
け
る
こ
と
。
ま
た
、
南
海
バ

ス
グ
ル
ー
プ
は
建
交
労
対
策

ど
ま
ら
ず
、
以
前
に
は
行
わ

れ
て
い
た
建
交
労
に
加
入
し

て
い
る
大
阪
全
体
の
企
業
と

の
集
団
交
渉
を
再
会
出
来
る

よ
う
奮
闘
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
と
ま
と
め
ま
し
た
。
関

西
合
同
支
部
・
岡
田
代
議
員

の
権
利
侵
害
は
、
最
高
裁
へ

の
上
告
に
な
り
ま
し
た
が
、

団
体
・
個
人
署
名
を
作
成
し
、

万
２
，
０
０
０
～
３
，
０
０

０
円
引
き
上
が
っ
た
計
算

に
な
る
。
引
き
続
き
正
社
員

の
賃
金
引
き
上
げ
に
も
奮

闘
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
東

代
議
員
の
集
団
交
渉
で
の

統
一
的
な
合
意
を
は
か
る

こ
と
が
出
来
た
の
は
、
意
義

が
あ
る
。
今
後
は
、
関
西
支

部
だ
け
の
集
団
交
渉
に
と



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て
い
な
い
事
に
関
し
て
の
主

張
へ
の
回
答
は
、
私
た
ち
乗

務
員
の
単
な
る
不
満
で
あ
っ

て
、
私
た
ち
に
対
す
る
配
車

が
大
陽
液
送
に
よ
っ
て
な
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
大

労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供

を
受
け
て
い
た
か
否
か
の
判

断
も
、
本
件
承
諾
の
意
思
表

示
が
大
陽
液
送
に
到
達
し
た

日
か
ら
遡
っ
て1

年
以
内
の

行
為(

就
労
状
態)

を
前
提
に

行
う
の
が
相
当
。
過
去
に
偽

装
請
負
し
て
よ
う
が
、
違
法

派
遣
し
て
よ
う
が
、
一
年
以

上
前
の
事
は
関
係
無
い
と
い

う
事
だ
。 

指
揮
命
令
に
つ
い
て
は
、
搭

乗
票
自
体
が
指
揮
命
令
の
中

核
で
あ
る
指
揮
命
令
書
と
、

私
た
ち
の
主
張
を
認
め
て
い

る
が
、
配
送
先
や
内
容
、
指

定
時
刻
な
ど
は
、
荷
主
で
あ

る
大
陽
日
酸
が
受
注
し
た
取

引
内
容
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
事
項
で
あ
り
、
大
陽
日
酸

か
ら
配
送
委
託
を
受
け
た
大

陽
液
送
が
指
示
す
る
の
は
、

本
件
業
務
委
託
契
約
の
性
質

 

令
和
５
年
８
月

３１

日

(

木)

１３
時
１０
分 
大
阪
高
等

裁
判
所
別
館

73
号
法
廷
に

て
、
令
和
４
年(

ネ)
第
１
８

３
１
号 

労
働
契
約
上
の
権

利
関
係
確
認
請
求
控
訴
事
件 

大
陽
液
送
偽
装
請
負
裁
判
の

判
決
が
下
さ
れ
ま
し
た
。 

本
多
久
美
子
裁
判
長
は
、「
棄

却
。
控
訴
費
用
は
控
訴
人
ら

の
負
担
と
す
る
。
」
と
述
べ

る
に
留
ま
り
閉
廷
と
な
っ

た
。 

私
た
ち
は
、
大
阪
高
裁
が
大

阪
地
裁
堺
支
部
の
誤
り
を
正

し
、
司
法
の
役
割
を
発
揮
し

公
正
公
平
な
判
断
を
下
し
て

く
れ
る
こ
と
を
願
い
控
訴
し

た
の
だ
が
、
「
大
阪
高
裁
ま

で
も
不
当
な
判
決
を
下
す
の

か
。
」
と
残
念
な
気
持
ち
で

し
た
。 

判
決
文
で
は
、
大
陽
液
送
が

上
当
然
の
事
柄
。
ま
た
商
品

が
高
圧
ガ
ス
の
為
、
大
陽
液

送
と
納
入
先
の
保
安
責
任

者
の
指
示
に
従
う
必
要
が

あ
り
、
荷
主
の
要
求
す
る
運

送
業
務
を
遂
行
す
る
以
上
、

受
託
者
で
あ
る
大
田
貨
物

が
委
託
者
で
あ
る
大
陽
液

送
と
協
議
す
る
こ
と
な
く
、

独
断
で
内
容
を
決
定
、
変
更

で
き
な
い
事
も
当
然
の
事

柄
だ
と
判
断
し
て
い
る
。
配

車
係
に
つ
い
て
は
、
大
田
貨

物
に
ガ
ス
部
門
の
配
車
係

を
設
け
ら
れ
た
の
が
平
成

３
０
年
６
月
以
降
で
形
式

的
な
も
の
で
あ
る
と
私
た

ち
が
主
張
し
た
の
を
考
慮

し
て
も
、
労
働
者
派
遣
の
実

態
を
隠
す
為
の
偽
装
に
過

ぎ
な
い
と
ま
で
は
認
め
ら

れ
な
い
と
の
判
断
が
な
さ

れ
た
。LINE

に
よ
る
指
揮
命

令
に
つ
い
て
は
、
私
の
例
の

み
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
他

多
数
のLINE

指
示
の
証
拠

に
対
し
て
言
及
せ
ず
無
視
し

て
い
る
。
そ
し
て
大
田
貨
物

は
乗
務
員
の
管
理
す
ら
出
来
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た
ち
の
主
張
で
は
、
タ
ン
ク

ロ
ー
リ
ー
を
無
償
で
リ
ー
ス

し
て
い
る
も
の
の
、
大
田
貨

物
が
車
両
整
備
、
車
検
、
保

険
代
を
払
い
業
務
を
遂
行
し

て
い
る
の
で
、
事
実
を
認
め

る
に
足
り
る
証
拠
で
は
な
い

と
の
事
だ
っ
た
。 

大
阪
高
裁
の
、
こ
の
お
粗
末

な
判
断
に
よ
る
判
決
は
完
全

な
る
不
当
判
決
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
一
部
の
証
拠
だ
け
を

検
証
し
、
本
件
控
訴
は
理
由

が
な
く
、
棄
却
す
る
と
の
判

決
は
不
当
と
し
か
思
え
な

い
。
今
後
、
最
高
裁
へ
上
告

す
る
か
、
弁
護
士
と
協
議
し

決
め
て
行
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
、
全
国
の
仲

間
の
皆
様
に
は
御
支
援
、
御

協
力
し
て
頂
き
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
今

後
の
事
が
決
ま
り
次
第
ご
報

告
致
し
ま
す
。 

 

大
陽
液
送
分
会
大
田
貨
物
班 

長
谷
川
達
三 

     

田
貨
物
が
指
示
、
管
理
を
行

っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
事

情
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。

大
田
貨
物
の
高
圧
ガ
ス
輸

送
の
専
門
性
に
つ
い
て
は
、

会
社
に
専
門
性
が
な
く
て

も
、
私
た
ち
乗
務
員
が
研
修

な
ど
を
受
け
て
専
門
知
識

を
持
っ
て
い
る
の
で
問
題

が
な
い
と
い
う
稚
拙
な
判

断
を
し
て
い
る
。
労
働
時
間

の
管
理
は
タ
イ
ム
カ
ー
ド

を
提
訴
以
前
か
ら
行
っ
て

お
り
、
労
働
組
合
と
の
交
渉

を
経
て
労
働
時
間
が
適
正

に
計
算
さ
れ
、
労
働
時
間
の

管
理
を
自
ら
行
っ
て
い
な

い
と
か
、
労
働
組
合
の
指
摘

を
受
け
請
負
を
偽
装
し
た

と
は
言
え
な
い
と
の
判
断

だ
。
大
陽
液
送
と
同
じ
制

服
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
無
償
支

給
に
つ
い
て
は
、
客
先
へ
安

心
感
を
持
っ
て
貰
う
為
合

理
的
で
あ
る
と
の
判
断
。
大

田
貨
物
が
資
機
材
を
自
ら

調
達
し
て
い
な
い
と
の
私

ＮＯ９７（４）           建交労大阪府本部機関紙              2023 年 9 月号         

 


